
別 記（中山間地域の取り扱い） 
 
１ 補助率欄に記載の中山間地域とは、以下いずれかに該当する地域及び区域をいう。（付表１） 
（１）特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律   

第 72 号）第２条第４項の規定に基づき、特定農山村地域として公示された地域（付表１及び２） 
（２）山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定に基づき、振興山村として指定された

区域（付表１及び３） 
（３）離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定に基づき、離島振興対策実施地域とし

て指定された地域（付表１） 
（４）過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第２条第１項の規定に

基づき、過疎地域として公示された市町村の区域（付表１） 
（５）その他知事が必要と認める地域 
 
２ その他知事が必要と認める地域 
  １の（１）から（４）に該当しない地域及び区域であって、「中山間地域等直接支払制度」に基づ 

く協定集落を主な受益とする地域 
 
３ 受益地が中山間地域と一般地域に跨っている場合の取り扱い 
  中山間地域の受益地は、原則として中山間地域内に設定することとする。ただし、広範囲な受益を 

もつ機械・施設等の導入や地域条件、営農条件により受益地が両地区に跨って設定される場合につい 
ては、受益の過半を占める地域の補助率を適用する（農林水産部所管事業における中山間地域区分の 
「その他知事が必要と認める地域」の取り扱いについて（通知）農業第 628 号 平成 14 年３月８日）。 

 
４  受益地が「中山間地域等直接支払制度」に基づく集落協定締結地区と不締結地区に跨った場合の取 

り扱い 
  機械・施設等の受益地のうち協定集落内農地の占める割合が過半を占める場合には中山間地域とみ 

なし、中山間地域補助率を適用する（農林水産部所管事業における中山間地域区分の「その他知事が 
必要と認める地域」の取り扱いについて（通知）農業第 628 号 平成 14年３月８日）。 
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付表１（地域振興関係法等に基づく地域指定の状況） 
 

振 
興 
局 

 

 
市 町 村 

 

区  分 
特定農山村地域 
（付表２参照） 

振興山村区域 
（付表３参照） 

離 島 
地 域 

 

過疎地域 
 

 旧市町村 全 部 一 部 全 部 一 部 全 部 一 部 
 
 

村 
 

上 
 
 

 
 
 村 上 市 
 
 

村 上 市  
 
 
 
 

○  
 
 
 
 

△  
 
 
 
 

 
 

◎ 
 
 

 
荒 川 町    
神 林 村    
朝 日 村 ○ △  
山 北 町 ○ △  

 関 川 村 ◎  ◎   ◎  
 粟島浦村 ◎    ◎ ◎  

 
 
 

新 
 

発 
 

田 
 
 
 

 
 新発田市 
 
 

新発田市  
 
 
 

△  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
豊 浦 町    
加治川村   ○ 
紫雲寺町    

 
 阿賀野市 
 
 

安 田 町  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
京ヶ瀬村    
水 原 町    
笹 神 村   ○ 

 胎 内 市 
 

中 条 町  
 

  
 

  
 

 
 

 
黒 川 村 ○ ○ ○ 

 聖 籠 町        
 
 
 
 
 
 
 

新 
 

潟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 新 潟 市 
 
 
 
 
 
 
 

新 潟 市  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新 津 市    
白 根 市    
豊 栄 市    
小須戸町    
横 越 町    
亀 田 町    
岩 室 村 △   
西 川 町    
味 方 村    
潟 東 村    
月 潟 村    
中之口村    
巻   町 △ △  

 五 泉 市 
 

五 泉 市  
 

△  
 

  
 

 
 

 
村 松 町 △ △ ○ 

 
 阿 賀 町 
 
 

津 川 町  
◎ 

 
 

  
 
 
 

△  
 
 
 

 
◎ 

 
 

 
鹿 瀬 町  △  
上 川 村  △  
三 川 村  ○  
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振 
興 
局 

 

 
市 町 村 

 

区  分 
特定農山村地域 

 
振興山村区域 

 
離 島 
地 域 

 

過疎地域 
 

 旧市町村 全 部 一 部 全 部 一 部 全 部 一 部 
 
 
 

三 
 

条 
 
 
 

 
 三 条 市 
 

三 条 市  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
下 田 村 ○ △ ○ 
栄   町    

 加 茂 市  △  △  ◎  
 
 燕   市 
 

燕   市  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
分 水 町    
吉 田 町    

 田 上 町        
 弥 彦 村        

 
 
 
 
 

長 
 

岡 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 長 岡 市 
 
 
 
 
 

長 岡 市  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中之島町    
越 路 町    
三 島 町 △   
山古志村 ○  ○ 
小 国 町 ○  ○ 
与 板 町    
和 島 村 △  ○ 
栃 尾 市 ○  ○ 
寺 泊 町   ○ 
川 口 町 ○ △ ○ 

 見 附 市  △      
 出雲崎町  △    ◎  
 小千谷市 ◎       

 
魚 
  

沼 
 
 

 
 
 魚 沼 市 
 
 
 

堀之内町  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

◎ 
 
 
 

 
小 出 町    
湯之谷村 ○ ○  
広 神 村 ○ △  
守 門 村 ○ ○  
入広瀬村 ○ ○  

南 
魚 
沼 

 

 
 南魚沼市 
 

六 日 町  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
大 和 町 △ △  
塩 沢 町 △ △  

 湯 沢 町 ◎   △    
 

十 
日 
町 

 
 

 
 
 十日町市 
 
 

十日町市  
 
 
 
 

○  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

◎ 
 
 

 
川 西 町 △   
中 里 村 ○ △  
松 代 町 ○   
松之山町 ○   

 津 南 町  △    ◎  
柏 

 
崎 

 

 柏 崎 市 
 
 

柏 崎 市  
 
 

○  
 
 

△  
 
 

 
 
 

 
高 柳 町 ○   
西 山 町 △   

 刈 羽 村        
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振 
興 
局 

 

 
市 町 村 

 

区 分 
特定農山村地域 

 
振興山村区域 

 
離 島 
地 域 

 

過疎地域 
 

 旧市町村 全 部 一 部 全 部 一 部 全 部 一 部 
 
 
 
 
 
 

上 

越 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 上 越 市 
 
 
 
 
 
 
 

上 越 市  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
柿 崎 町 △  ○ 
大 潟 町    
安 塚 町 ○  ○ 
浦川原村   ○ 
大 島 村 ○  ○ 
牧    村 ○  ○ 
頸 城 村    
吉 川 町 △  ○ 
中 郷 村 △  ○ 
板 倉 町   ○ 
清 里 村 ○  ○ 
三 和 村   ○ 
名 立 町 ○ △ ○ 

 
 妙 高 市 
 

新 井 市  
 
 

△  
 
 

△  
 
 

 
◎ 

 

 
妙高高原町 ○ △  
妙 高 村 △   

糸

魚

川 

 
 糸魚川市 
 

糸魚川市  
◎ 

 

  
 
 

△  
 
 

 
◎ 

 

 
能 生 町  △  
青 海 町  △  

 
 
 

佐 

渡 
 
 
 
 

 
 
 
 
 佐 渡 市 
 
 
 
 
 

両 津 市  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

◎ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◎ 
 
 
 
 
 

 
相 川 町 ○   
佐和田町 ○   
金 井 町    
新 穂 村    
畑 野 町 ○   
真 野 町    
小 木 町    
羽 茂 町 △   
赤 泊 村 ○   

県  計 
 

24 17 ２ 19 
６ 18 １ 16 ２ 12 ７ 

  
注１）特定農山村地域：「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する           

法律」に基づく特定農山村地域 
      振興山村区域：「山村振興法」に基づく振興山村  
   離島地域：「離島振興法」に基づく離島振興対策実施地域 
   過疎地域：「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域 
注２）◎･･･市町村の全地域が指定されている地域 
   ○･･･合併前の市町村の全地域が指定されている地域 
   △･･･一部地域が指定されている地域 
注３）過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第５条における特別市町村については令和

８年度末、特別特定市町村については令和９年度末までに間、経過措置として本事業における「中
山間地域」とみなす。 
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付表２（特定農山村地域一覧） 
 

市町村名 
 

対象区域の範囲 
 

市町村名 
 

対象区域の範囲 
 

 村 上 市 
 
 

 旧村上市・朝日村・山北町 の全域 
 
 

 魚 沼 市 
 
 

 旧湯之谷村･広神村･守門村･ 入広
瀬村の全域 
 

 関 川 村 
 

 全 域 
 

 南魚沼市 
 
 
 

 旧大和町の一部(東村)、旧塩沢町の
一部(上田村) 
 
 

 粟島浦村 
 

 全 域 
 

 新発田市 
 
  
 

 旧新発田市の一部(米倉村､ 赤谷村､
中浦村) 
 
 

 湯 沢 町 
 

 全 域 
 

 十日町市  
 
 
 

 旧十日町市･中里村･松代町･ 松之
山町の全域､旧川西町の一部(仙田
村) 
 

 胎 内 市 
 

 旧黒川村の全域 
 

 新 潟 市 
      
 

 旧岩室村の一部(間瀬村)、 
 旧巻町の一部(浦浜村)  
 

 津 南 町 
 
 

 一部(外丸村､上郷村､秋成村) 
 
 

 五 泉 市 
       
 

 旧五泉市の一部(下条村)、 
 旧村松町の一部(十全村) 
 

 上 越 市 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 旧安塚町･大島村･牧村･清里村･名
立町の全域､旧柿崎町の一部(米山
村)､旧吉川町の一部(源村)､旧中郷
村の一部 (矢代村)､旧上越市の一部 
(金谷村､桑取村) 
 
 
 
 
 

 阿 賀 町 
 
 

 旧津川町･鹿瀬町･上川村･三川村の
全域 
 

 三 条 市 
 

 旧下田村の全域 
 

 加 茂 市 
 

 一部(七谷村) 
 

 長 岡 市 
 
 
 
 
 

 旧川口町・栃尾市･小国町・山古志村
の全域､旧長岡市の一部(太田村､大積
村)､旧三島町の一部(大津村)、旧和島
村の一部(西越村) 
 
 

 妙 高 市 
 
 
 

 旧妙高高原町の全域､旧新井市の一
部(平丸村､矢代村)､  旧妙高村の一
部(関山村､大鹿村､豊葦村) 
 

 糸魚川市 
 

 旧糸魚川市･能生町･青海町の全域 
 

 見 附 市  
 

 一部(見附町､上北谷村) 
 

 佐 渡 市 
 
 
 
 
 

 旧両津市･相川町･佐和田町･畑野町
･赤泊村の全域､旧羽茂町の一部(羽
茂村) 
 
 
 

 出雲崎町 
 

 一部(出雲崎町) 
 

 小千谷市 
 

 全 域 
 

 柏 崎 市 
  
 
 
 

 旧柏崎市・高柳町の全域、 
 旧西山町の一部(内郷村､石地町) 
 
 
 

※ 令和２年４月１日現在 全域指定 ６市町村 
             一部指定 18市町村 
※ 旧市町村は平成 15 年４月１日現在の市町村  
名 
 （ ）内は昭和 25年２月１日現在の町村名 
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付表３（振興山村区域一覧） 
 

 
指定番号 

 

      
指定年月日 

 

区            域 
 
市町村名 ※ H23.4.1 現在 

 
旧  町  村  名 

２７ 昭 41.3.31   魚沼市(守門村) 須原村、上条村 
２８     〃      阿賀町(三川村) 三川村、下条村、揚川村 

１０７ 昭 41.12.20   胎内市(黒川村) 黒川村 
１０８     〃      魚沼市(湯之谷村) 湯之谷村 
１０９     〃       村上市（朝日村） 舘腰村、三面村、高根村、塩野町村 
２１７ 昭 42.12.15    三条市(下田村) 森町村、鹿峠村 
２１８     〃       長岡市（川口町） 田麦山村 
２１９     〃      魚沼市(入広瀬村) 入広瀬村 
２２０     〃       上越市(名立町) 名立村 
３６２ 昭 43.12.28    加茂市 七谷村 
３６３     〃       魚沼市(広神村) 薮神村 
３６４     〃       糸魚川市(能生町) 能生谷村、木浦村 
３６５     〃       村上市（山北町） 中俣村、黒川俣村、下海府村 
５４０ 昭 44.12.27    妙高市(新井市) 矢代村 
５４１     〃       阿賀町(上川村) 東川村、上条村 
５４２     〃       湯沢町 三国村、三俣村、神立村、土樽村 
５４３     〃       十日町市(中里村) 倉俣村 
５４４     〃    ○ 関川村 関谷村、女川村 
７５４ 昭 45.12.24    柏崎市 上米山村、鵜川村 
７５５     〃       糸魚川市 上早川村、根知村、小滝村 
７５６     〃       五泉市(村松町) 十全村、川内村 
７５７     〃       阿賀町(鹿瀬町) 日出谷村、豊実村 
７５８     〃       南魚沼市(塩沢町) 上田村 
７５９     〃      南魚沼市(大和町) 東村 
１００９ 昭 47.2.3    新潟市(巻町) 浦浜村 
１０１０     〃       阿賀町(津川町) 小川村、揚川村 
１０１１     〃       妙高市(妙高高原町) 杉野沢村 
１１８２ 昭 48.3.5    村上市 山辺里村、上海府村 
１１８３     〃      糸魚川市(青海町) 歌外波村、市振村、上路村 

 注１）○は全部山村  
  注２）市町村名の（ ）内は合併前の対象市町村名 
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